
総務常任委員会提出資料 

令和７年７月２２日 女性活躍推進部 

 意見提出手続  

 

                                                        令和７年 ６月２７日 

 

   市 民 の 皆 様 へ 

 

                                                 旭川市長  今 津  寛 介 

                                                （女性活躍推進部女性活躍推進課担当）  

 

「（仮称）旭川市ジェンダー平等プラン案（骨子）」に対する意見等の募集について 

 

 

 本市では、男女共同参画に係る施策や配偶者等からの暴力の被害者とその子どもの安全を守る

ための総合的な施策を進めるためそれぞれの計画を策定し、これまで社会経済情勢など様々な変

化を踏まえて、各計画を改定してきました。 

 現在は、「第２次あさひかわ男女共同参画基本計画」と「第４次旭川市配偶者等からの暴力防

止及び被害者支援に関する基本計画」に基づき、各施策に取り組んでいます。 

「第２次あさひかわ男女共同参画基本計画」の中間見直し時期に併せ、「第４次旭川市配偶者

等からの暴力防止及び被害者支援に関する基本計画」と統合して「（仮称）旭川市ジェンダー平

等プラン」を策定するにあたり、骨子を作成しました。 

  つきましては、「（仮称）旭川市ジェンダー平等プラン案（骨子）」に対する意見提出手続（パ

ブリックコメント）を実施いたしますので、御意見、御提言をお寄せくださいますようお願い申

し上げます。 

 

 

 １  意見募集期間 

 

    令和７年６月２７日（金）～ 令和７年７月３１日（木） 

 

 ２ 意見募集のテーマ 

 

       「（仮称）旭川市ジェンダー平等プラン案（骨子）」に対する意見、提言など 

 

 ３ 意見の提出先とお問合せ先 

 

       〒０７０－８５２５ 

     旭川市７条通９丁目 総合庁舎６階 

         旭川市 女性活躍推進部 女性活躍推進課 

         電話：（０１６６）２５－９７８５ ＦＡＸ：（０１６６）２４－７８３３ 

         電子メール：joseikatsuyaku@city.asahikawa.lg.jp 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ４ 意見の提出方法 

 

    別紙、『意見提出手続「意見書」』に、御意見等を記入の上、次により提出してくださ

い。（使用できる言語は原則として日本語のみとします。） 

(1) 郵送又は持参 

(2) ファクシミリ送信 

(3) 電子メール（Ｅメール）送信 

   ＊ 電子メールで意見を送信する場合、「意見書」の書式は旭川市ホームページ  

の意見提出手続のページからダウンロードできますので、御活用ください。 

(4) 電子申請 

   ＊ 旭川市ホームページの意見提出手続のページから直接御意見を送信することができま

す。 

(5) その他 

   各支所（東部まちづくりセンターを含む。）、各公民館の窓口に設置する『意見書提出

箱』に投函することもできます（各支所は出張所、各公民館は分館を除く。）。 

   ＊ 投函に当たっては、「意見書」を封筒に入れたり、４つ折りの上ホチキス留めするなど、

表から氏名、住所等が見えないようにしてください。 

  ※「意見書」を使用しないときは、御意見等のほか、次の事項を必ず記載してください。 

    (ｱ) 氏名・住所（法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地 

    と代表者の氏名） 

    (ｲ) 意見提出者の区分 ～「意見書」を御覧ください。 

     (ｳ) 意見提出手続の対象施策の案の名称 ～「（仮称）旭川市ジェンダー平等プラン案（骨子）」

と記載してください。 

 

 ５ 意見提出手続の結果について 

 

 提出された御意見と御意見に対する市の考え方は、取りまとめを終え次第、公表します。

公表に関する書類は、女性活躍推進課、市政情報コーナー（総合庁舎１階）、各支所（東

部まちづくりセンターを含む。）、各公民館で配布する予定です。 

また、本市ホームページ（https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp）でもお知らせ 

します。 

 

 

 お寄せいただいた御意見は、公表します（氏名・住所等の個人情報は除く。）。 

 



 

＜様式第２号＞ 

 

意見提出手続「意見書」 

 

                                                    令和  年  月  日 

 

（宛先） 旭川市長 

 

                          住  所  

 

                          氏  名 

 

                          電話番号 （   ）  － 

                       法人その他の団体にあっては、名称、事務所 

                ・事業所の所在地と代表者の氏名 

 

 施策の案の名称 

 

（仮称）旭川市ジェンダー平等プラン案（骨子）について 

 

（意見記入欄） 
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【注意事項】 

※ 匿名の意見、本施策と無関係な意見、賛否のみの意見は、回答・公表・計上の対 

象とはいたしません。 

 ※ 個別に要望等がある場合は、意見提出手続とは別に担当課又は広報広聴課にお寄 

せください。 

【意見提出者の区分】 

  １から５までのうち、該当するもの一つを丸で囲み、（ ）内に必要事項を記入 

 してください。 

 

１  市内に住所がある方 

  ２ 市内に事務所・事業所がある個人・法人・その他の団体 

        事務所・事業所の名称 

        所在地 

  ３ 市内にある事務所・事業所に勤務している方 

        勤務先の名称 

        所在地 

  ４ 市内にある学校に在学している方 

        学校の名称 

       所在地 

  ５ 意見提出手続に関する事案に利害関係がある方 

      （利害関係の内容                                                ） 

個別回答の要否 

 

  要 □  不要 □ 

※個別の回答を希望する方は、「要」にチェックを記入してください。 

                                  ＊ 意見記入欄として別紙を添付することができます。 

 

※ 備考 この様式により難い場合は、この様式に準ずる別の様式を用いることができます。 

 

 



１ プラン策定の趣旨

第2次あさひかわ
男女共同参画基本計画

（仮称）旭川市ジェンダー平等プラン

計画統合の理由
• 目指す社会的な目標が密接に関係している２計画を統合することで、事
業について包括的に進捗管理をして効果的に推進するため。

• 国も、国が策定した男女共同参画基本計画の目標の1つである「女性に対
するあらゆる暴力の根絶」に沿ってDV防止に係る施策を進めているため
。

３ プランの背景

• この状況を打開し、誰もが個性と能力を十分発揮できる社会を実現す
るため、市民、企業、行政が課題と目標を共有し、一体となってこれ
まで以上に取り組んでいく必要があります。

• ジェンダー平等に取り組むことは、地域社会の担い手を確保し、持続
可能で活力ある社会の実現につながるとともに、「男女」にとどまら
ず年齢や性的指向や性自認に関することも含め、幅広く多様な人々を
包摂し、全ての人が幸せを感じられる社会の実現にもつながります。

• 現行計画の評価指標の数値目標は、多くの項目で順調に推移していま
す。既に目標を達成しているものもあります。

• しかし、男女共同参画社会の形成や女性の社会参画に関する項目では
目標値を下回っている状況です。

〈数値目標13項目中〉

「男女共同参画社会基本法」 第14条第3項 及び「旭川市男女平等を実
現し男女共同参画を推進する条例」 第15条に基づく男女共同参画基本計
画として策定します。

 
本プランの一部は、次の3つの基本計画に位置付けます。 

（１）「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推
進法）」に定める市町村推進計画 

（２）「配偶者等からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律（配
偶者暴力防止法）」に定める市町村基本計画 

（３）「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（困難女性支援
法）」に定める市町村基本計画 

２ プランの位置付け
（２）第２次あさひかわ男女共同参画基本計画の取組状況

（１）旭川市の現状

（仮称）旭川市ジェンダー平等プラン案（骨子 概要版）

状況 目標数

達成 ６

順調に推移 ３

このままの推移では達成困難 ２

基準値を下回っている ２

第４次旭川市
配偶者等からの暴力防止及び
被害者支援に関する基本計画

• 市民調査の結果、市民は「政治の場」や「社会通念・習慣・しきた
り」などで「男性優遇」と感じている割合が高く、ジェンダー平等社
会の実現に至っていない。

• 社会情勢のめまぐるしい変化（人口減少、少子高齢化、世帯構成の急
変）。
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４ プランの計画期間

令和8年度（2026年度）から令和12年度（2030年度）までの５年間。 

６ プランの構成

• ３つの基本目標の下で9つの基本的方向を設定し、22の施策の方向性

により構成します。 

• プランによる各種施策の成果を測るために評価指標を設定します。 

■ 継続的な状況把握が必要なことから、原則的には第２次あさひか
わ男女共同参画基本計画での評価指標と目標値を踏襲します。 

■  既に現計画の目標値を達成している評価指標は、社会経済情勢等
を踏まえて設定します。 

■  新たに整理した「基本的方向」と「施策の方向性」に対応するよ
う、必要に応じて新たな指標を追加設定します。 

５ プランの基本理念

「旭川市男女平等を実現し男女共同参画を推進する条例」に定める、次
の７つの基本理念を具現化するための基本的な計画として策定します。

（１）男女の人権の尊重 
（２）社会における制度又は慣行についての配慮 
（３）政策等の立案及び決定への共同参画 
（４）家庭生活における活動と他の活動の両立 
（５）教育及び学習における男女共同参画への配慮 
（６）性及び生殖に関する個人の意思の尊重及び健康への配慮 
（７）国際社会における取組の配慮 

基本目標Ⅰ

ジェンダー平等の
実現に向けた意識
改革の促進

基本的方向１ 人権尊重とジェンダー平等の視点に立った意識改革

施策の方向性１ 人権尊重やジェンダー平等に関する教育・学習の推進
施策の方向性２ ジェンダー平等の視点に立った活動への支援
施策の方向性３ 人権尊重やジェンダー平等に関する相談の充実
施策の方向性４ 広報・啓発活動の充実と積極的な情報の発信

基本的方向４ 地域におけるジェンダー平等の推進

施策の方向性１ 地域活動におけるジェンダー平等意識の醸成
施策の方向性２ ジェンダー平等の視点に立った防災体制づくり

基本目標Ⅱ

あらゆる分野での
ジェンダー平等の
推進

基本的方向１ 働く場におけるジェンダー平等の推進

施策の方向性１ 政策・方針決定への女性の参画の拡大
施策の方向性２ 女性活躍のさらなる推進のための意識改革
施策の方向性３ 誰もが働きやすい就業環境の整備

基本的方向２ 家庭生活におけるジェンダー平等の促進

施策の方向性１ 男性の家庭生活への参画の促進
施策の方向性２ 仕事と子育て・介護を両立できる

支援の充実

基本的方向３ 多様な働き方への支援

施策の方向性１ 就業ニーズに応じた支援
施策の方向性２ 起業支援の充実

女性活躍
推進計画

基本目標Ⅲ

誰もが安心して
暮らせる社会の
実現

基本的方向１ ジェンダー平等を阻害するあらゆる暴力の根絶

施策の方向性１ あらゆる暴力の根絶のための基盤づくり
施策の方向性２ ＤＶ被害者への支援体制の充実
施策の方向性３ 性暴力・性被害に関する啓発

基本的方向２ 多様性を尊重する環境の整備

施策の方向性１ 多様な性のあり方への理解促進の支援
施策の方向性２ 高齢者や障がい者等が安心して暮らせる環境整備

基本的方向３ 困難や不安を抱える女性への支援

施策の方向性１ 貧困等生活上の困難を抱えた女性への支援
施策の方向性２ 困難や不安を抱える女性への支援体制の

充実

基本的方向４ 生涯を通じた健康支援

施策の方向性１ 女性の生理と妊娠等に関する健康支援と理解の促進
施策の方向性２ ライフステージに応じた健康づくりの推進

ＤＶ防止
基本計画

困難女性
支援
基本計画

（仮称）旭川市ジェンダー平等プラン案（骨子 概要版）

２



基本的方向 評価指標 現状値 目標値（R12） 

１ 
性別に基づく固定的役割分担の考え方に反対の人 ※「反対」と「どちらかといえば反対」と回答した人の割合 66.1％ (R6) 71.1％ (R11) 

男女共同参画社会の形成についての満足度  ※「満足」と「まあ満足」と回答した人の割合 11.3％（R5) 15.6％ (R11） 

■ 基本目標Ⅰ ジェンダー平等の実現に向けた意識改革の促進 

基本的方向 評価指標 現状値 目標値 （R12） 

１ 

市の附属機関等における女性委員の割合 28.8％（R6) 36％ （R12） 

市職員の管理職における女性の割合 ※保育士・消防職・医療技術関係職を除いた行政職全体の割合 13.4％（R6) 30％ （R12） 

企業の管理職における女性の割合 ※課長職以上の女性の割合 8.8％（R5) 15％ （R11） 

２ 

ワーク・ライフ・バランスを実現できていると思う人の割合（18～59歳） 18.2％ （R5) 22％ （R11） 

市職員の年次有給休暇取得率 ※標準付与日数(20日)に対する取得日数割合 13.8日（R5) 15日 （R12） 

企業に勤める人の年次有給休暇取得率 ※平均取得率が60%以上の企業の割合 35.9％（R5) 60％ （R11） 

市職員の男性の育児休業取得率 ※2週間以上 48.4％（R5) 85％ （R12） 

企業に勤める男性の育児休業取得率 ※取得率10％以上の企業の割合 54.2％（R5) 90％ （R11） 

３ 
女性就業率 45.2％（R3) 48％ （R9） 

テレワークへの取組状況 14.6％（R5) 34.4％ （R11） 

４ 地域社会において「平等になっている」と感じている人の割合 25.6％（R6） 33.3％ （R11） 

■ 基本目標Ⅱ あらゆる分野でのジェンダー平等の推進 

■ 基本目標Ⅲ 誰もが安心して暮らせる社会の実現 

基本的方向 評価指標 現状値 目標値 （R12） 

１ 相談機会が確保されていると感じている市民の割合 ※「思う」と「どちらかといえば思う」と回答した人の割合 23.2％（R5) 30％（R9） 

２ 

性的少数者が生きづらい社会だと思う人の割合 ※「思う」と「どちらかといえば思う」と回答した人の割合 60.7％（R6） 50％（R11） 

高齢者福祉サービス利用件数 30,683件（R5) 35,700件（R9） 

地域における障がい者への理解度 ※「浸透している」と「少し浸透している」回答した人の割合 20.4％（R5) 22.5％（R11） 

３ 自立相談支援等の件数 1,888件（R4) 2,077件（R9） 

４ ふだんから健康のために何か取り組んでいる市民の割合 48.6％（R5) 60％（R9） 

（仮称）旭川市ジェンダー平等プラン案（骨子 概要版）

３



基本目標Ⅰ ジェンダー平等の実現に向けた意識改革の促進

基本的方向１ ジェンダー平等の視点に立った意識改革 

〈施策の方向性〉 
① 人権尊重やジェンダー平等に関する教育・学習の推進 
■ 人権尊重や個性と能力を発揮できるよう、学習内容や学習指導を充実。 
■ 市民がジェンダー平等を学び理解する機会を提供し意識醸成を図る。 

② ジェンダー平等の視点に立った活動への支援 
■ ジェンダー平等を推進する市民団体等への活動の場の提供等の実施。 

③ 人権尊重やジェンダー平等に関する相談の充実 
■ 相談機会及び相談体制の充実。 

④ 広報・啓発活動の充実と積極的な情報の発信 
■ ホームページやSNS等を活用した広報や周知と市民を対象とした啓発
活動。 

〈現状と課題〉 
性別による固定的役割分担の考え方が残っています。

男女共同参画の社会全体への浸透を進め、市民意識と社会の現状の
ギャップを解消していく必要があります。

７ 施策の体系

42.2 

28.9 

35.1 

44.0 

7.2 

10.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

政治の場

社会通念・習慣・しきたり

男性の方が優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等になっている どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている わからない

無回答

54.5 
60.8

45.6
15.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

男性優位の組織運営になっているから

全体 女性 男性 男女差（女性－男性）

(%)

基本目標Ⅱ あらゆる分野でのジェンダー平等の推進 

基本的方向１ 働く場におけるジェンダー平等の推進 

〈施策の方向性〉 
① 政策・方針決定への女性の参画の拡大 
■ 旭川市が女性登用に積極的に取り組むとともに、企業のジェンダー
平等に基づく職場環境整備の意識の醸成や情報提供に取組む。 

② 女性活躍のさらなる推進のための意識改革 
■ 就労に要するスキルの習得支援と就労支援、女性の社会参画促進や
起業に関する事業で、自発的な活動の促進の継続と起業への気運を高める。 

③ 誰もが働きやすい就業環境の整備 
■ ワークライフバランスの必要性や有効性の意識啓発を図る。 
■ 就労継続やキャリア形成への支援など、男女がともに健やかに就労
を継続できるような取組を実施。 

 

〈現状と課題〉 
様々な位置での女性割合は上昇していますが、数値の伸びは鈍い状況です。

評価指標 基準値 現状値 目標値 

市の附属機関等における女性の割合 
25.5％ 
（R2） 

28.8％ 
（R6） 

36％ 
（R12） 

市職員の管理職における女性の割合 
※保育士・消防職・医療技術関係職
を除いた行政職全体の割合 

11.1％ 
（R2） 

13.4％ 
（R6） 

15％ 
（R8） 

企業の管理職における女性の割合 
※課長職以上の女性の割合 

7.9％ 
（R1） 

8.8％ 
（R5） 

15％ 
（R11） 

女性の活躍に加え、男性の育児参画も併せて広まるよう、意識啓発
や環境整備が必要です。 

（仮称）旭川市ジェンダー平等プラン案（骨子 概要版）

＜男女の平等感＞

約7割が男性優遇だと
感じている。

＜政策・方針決定に女性の参画が少ない理由＞

全体の半分以上が
理由に挙げている。

４
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女性は30代で低下している。

49.4 
55.8

40.2 
15.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

正規雇用での再就職の難しさ

全体 女性 男性 男女差（女性－男性）

基本的方向２ 家庭生活におけるジェンダー平等の促進 

〈施策の方向性〉 
 ① 男性の家庭生活への参画の促進 

■ 市役所が率先して、ワークライフバランスを推進。 
■ 市役所の取組を市内企業等に普及啓発し、多様な働き方の意識啓発と
導入を後押し。 

 ② 仕事と子育て・介護を両立できる支援の充実 
■ 各種保育サービスや介護サービスの充実による仕事と子育て・介護の
両立支援と、市民への啓発活動を実施。 

社会全体での男性の家庭参画や子育て・介護の両立への意識醸成が
必要です。 

71.3 

51.2 

50.4 

76.4

54.2

52.8

63.7

46.1

47.5

12.7

8.1

5.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

家庭内での家事育児等への負担の偏り

保育や介護に係るサービスの不足

職場の理解・協力が得られにくい

全体 女性 男性 男女差(女性－男性)

69.4 
70.1 

68.6 
1.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

育児・介護休業制度を利用しやすい職場環境

（職場の雰囲気、代替職員の確保など）

全体 女性 男性 男女差(女性－男性)

〈現状と課題〉

42.6

43.5 

41.2 

44.2

44.5 

44.6 

9.3

8.3 

10.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

女性

男性
男性も積極的に取得すべき

男性の取得は賛成だが、現実的には難しいと思う

他に育児・介護を担うものがいない場合は、取得もやむを得ない

男性は育児・介護休暇を取得する必要がない、取得すべきではない

わからない

無回答

基本的方向３ 多様な働き方への支援 

〈施策の方向性〉 
① 就業ニーズに応じた支援 
■ 就労に要するスキルの習得支援や就労支援の実施と、女性の社会参画
イベント等の実施により女性活躍の促進を継続。  

② 起業支援の充実 
■ 起業に関する相談やセミナー開催、女性起業家のネットワークづくり
の支援等による意識醸成と起業への気運向上に取り組む。 

〈現状と課題〉 

女性の再就職支援や、在宅や起業など多様な働き方への支援や意識
醸成が必要です。

（仮称）旭川市ジェンダー平等プラン案（骨子 概要版）

男女の回答割合の差が最大。

５

＜仕事と家庭の両立に必要なこと＞ (%)

＜男性の「育児休業」や「介護休業」の利用について」＞

＜女性の就労継続の支障となるもの＞ (%)

＜女性が困窮しやすい原因＞ (%)

＜女性就業率＞
(%)



基本的方向４ 地域におけるジェンダー平等の推進 

〈施策の方向性〉 
① 地域活動におけるジェンダー平等意識の醸成 
■ ジェンダーを問わず、市民の地域活動参加を周知啓発し、更なる女
性の参画を促進する。 

② ジェンダー平等の視点に立った防災体制づくり 
■ 防災対策に多様な視点を取り入れ、ジェンダーの視点を取り入れた
防災講習会を開催や、防災会議への女性委員登用を促進する。 

 

〈現状と課題〉 

10.7 35.5 

25.6 5.0 

1.7 

19.4 2.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地域社会

男性の方が優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等になっている どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている わからない

無回答

• ジェンダーにかかわらず役割を果たし、誰もが参加しやすい地域活
動の環境整備が求められます。

• 防災面においてもジェンダー平等の視点の反映が必要です。 

70.3

80.6

74.1 

86.0 

65.7 

72.5 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

男女のニーズに配慮した物資の備蓄

多目的トイレや女性専用スペース、個室更衣室

の設置など、配慮を要する避難者への対応

全体 女性 男性

＜防災や災害時における性別に配慮した対応について＞ (%)

基本目標Ⅲ 誰もが安心して暮らせる社会の実現 

基本的方向１ ジェンダー平等を阻害するあらゆる暴力の根絶 

〈施策の方向性〉 
① あらゆる暴力の根絶のための基盤づくり 
■ 正しい知識の普及に努め、若年層への啓発にさらに力を入れる。  

② ＤＶ被害者への支援体制の充実 
■ 相談員の資質の向上と、相談窓口のより効果的な周知を継続する。
関係窓口の連携の強化など、より良い支援に繋げる体制を構築する。 

③ 性暴力・性被害に関する啓発 
■ 広報・啓発によるＤＶに関する正しい知識の普及に取り組む。 
■ 人権尊重や男女共同参画の視点をもった教育を推進する。 
■ ＤＶに対する正しい知識を持てるよう、若年層に対する予防啓発と
相談窓口の周知に取組む。 

■ DVの通報先や通報の意義について啓発を行う。 

〈現状と課題〉 

ＤＶに関する正しい認識を広め、併せて、相談窓口や被害者を保護する
制度があることを広く周知する必要があります。

96.3

95.2

53.1

52.3

1.4

1.9

35.3

35.1

0.0

0.0

6.0

7.4

0.8

0.8

3.9

3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体を傷つける可能性のあるもので殴る

刃物などを突きつけて脅す

何を言っても長時間無視し続ける

交友関係や電話などを細かく監視する

どのような場合でも暴力にあたると思う

暴力にあたる場合とそうでない場合があると思う

暴力にあたると思わない

わからない

無回答

＜暴力の認識＞

（仮称）旭川市ジェンダー平等プラン案（骨子 概要版）

＜男女の平等感＞

地域で男女が平等だと
感じている人は25％程度。

身体的暴力以外の行為は
暴力と認識しない層が一
定数存在。

６



4.2 15.0 

57.0 17.5 4.5 

1.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

よい まあよい ふつう 少し悪い 悪い 無回答

＜高齢者や障害者などの福祉施設の整備（保全、有効活用）状況＞

19.0

17.3

20.6

41.7

42.2

41.2

6.4

9.0

2.9

6.8

5.3

9.3

6.6

5.6

7.8

18.2

19.3

16.7

1.4

1.3

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

女性

男性

思う どちらかといえば思う どちらかといえば思わない

思わない どちらともいえない わからない

無回答

＜性的少数者に対する偏見や差別の認識＞

基本的方向２ 多様性を尊重する環境の整備 

〈施策の方向性〉 
① 多様な性のあり方への理解促進の支援 
■ 男女共同参画意識の醸成や性別による人権侵害の防止についての市
民や児童生徒に向けた啓発やLGBTQに関する取組を継続する。 

■ 女性のライフステージに応じた心身の状況の変化に対応した施策を
包括的に推進する。また、性及び生殖に関する個人の意思を尊重でき
るよう意識啓発や情報提供実施する。 

② 高齢者や障がい者等が安心して暮らせる環境整備 
■ 多様性尊重の考え方のもと全ての人が安心して暮らせるための情報
発信や地域社会の形成に取り組む。 

〈現状と課題〉 

多様性尊重の考え方のもと、多様な人々への市民の理解と環境整備
が必要です。

基本的方向３ 困難や不安を抱える女性への支援 

〈施策の方向性〉 
① 貧困等生活上の困難を抱えた女性への支援 
■ 関係部署と連携し、被害者支援に必要となりうる各制度に繋げる。 

② 困難や不安を抱える女性への支援体制の充実 
■ 様々な事情で困難を抱える女性に、関係部署や民間団体等が連携し、
早期から切れ目なく被害者の状況に対応した相談支援や情報提供を行う。 

〈現状と課題〉 
女性の抱える問題が多様化、複雑化しています。

支援を必要とする女性の把握と、抱えている問題や背景、心身の
状況等に応じた相談支援の実施や、適切な情報提供や助言などの
支援を包括的に提供していく必要があります。 

基本的方向４ 生涯を通じた健康支援 

〈施策の方向性〉 
① 女性の生理と妊娠等に関する健康支援と理解の促進 
■ 女性特有の健康や病気に関する各種取組や周知を実施。 

② ライフステージに応じた健康づくりの推進 
■ 保健指導の実施、運動機会の提供、介護予防運動教室の実施など、
ライフステージに応じた心身の健康づくりの支援に努める。 

〈現状と課題〉 

妊娠・出産・子育ての不安を和らげ、安心した暮らしができる支援、
将来の介護負担の抑制に向けた取組、各種健診の受診促進や多様な
運動機会の提供など、ライフステージに応じた健康増進への支援が
必要です。 

26.4 
29.6

21.6
8.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

月経や更年期などの女性特有の健康課題

全体 女性 男性 男女差(女性－男性)

＜女性が仕事を続ける上で支障となっているもの＞ (%)

（仮称）旭川市ジェンダー平等プラン案（骨子 概要版）

6割が「性的少数者が生活しづ
らい社会だと思う」と回答。

「よい」よりも「悪い」と考えている人の方が多い。

約3割が「女性特有の健康
課題」を挙げている。
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～はじめに～ 「（仮称）旭川市ジェンダー平等プラン」とは（策定経緯と概要）    

 旭川市では、男女共同参画に係る施策や配偶者等からの暴力の被害者とその子どもの安

全を守るための総合的な施策を進めるためそれぞれの計画を策定し、これまで社会経済情

勢など様々な変化を踏まえて、各計画を改定してきました。 

 現在は、「第 2 次あさひかわ男女共同参画基本計画」と「第４次旭川市配偶者等からの暴

力防止及び被害者支援に関する基本計画」に基づき、各施策に取り組んでいます。 

「（仮称）旭川市ジェンダー平等プラン」は、「第 2 次あさひかわ男女共同参画基本計画」

の中間見直し時期に併せ、「第 4 次旭川市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関する

基本計画」と統合してつくる計画です。 

今回はこのプランの屋台骨であり大枠となる骨子を作成しました。この骨子についてパ

ブリックコメントを実施し、意見を反映したプランの策定を進めていくものです。 

  

（仮称） 

旭川市 

ジェンダー平等プラン案 

（骨子） 
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 １ プラン策定の趣旨                             

旭川市では、平成 9 年（1997 年）に「男女共同参画を目指す旭川女性プラン」を策定し、

男女共同参画に係る施策を推進する中で、平成 11 年（1999 年）に「男女共同参画基本法」

が公布・施行したことから、平成 15 年（2003 年）3 月に「旭川市男女平等を実現し男女共

同参画を推進する条例」を制定しています。 

その後、計画の改定を重ね、現在は「第 2 次あさひかわ男女共同参画基本計画（計画期

間：令和３年度（2021 年度）～令和 12 年度（2030 年度））」に基づき取組を進めています。 

一方、これとは別に旭川市では配偶者等からの暴力の被害者とその子どもの安全を守る

ための総合的な施策を進めるため、平成 21 年（2009 年）に「旭川市配偶者等からの暴力防

止及び被害者支援に関する基本計画」を策定し、現在は「第４次旭川市配偶者等からの暴力

防止及び被害者支援に関する基本計画（計画期間：令和６年度（2024 年度）～令和 12 年度

（2030 年度））」となっています。 

このような計画改定を経る中で、本市では、ジェンダーによる固定的役割分担意識や、そ

れに基づく社会慣習・制度が根強く残っており、将来展望を地域外に求める若年女性の人口

流出が大きな課題となっています。また、性的マイノリティといった性の多様性への理解や

尊重、ＤＶや虐待などのあらゆる暴力の防止等、困難を抱えた人たちが安心して暮らせる社

会づくりが求められています。 

今回、「第 2 次あさひかわ男女共同参画基本計画」の中間見直し時期に併せて、同計画と

目指す社会的な目標が密接に関係している「第 4 次旭川市配偶者等からの暴力防止及び被

害者支援に関する基本計画」とを統合し 1 つの計画とする、「（仮称）旭川市ジェンダー平等

プラン」を策定し、男女共同参画に係る施策を計画段階から包括的に管理・運営し、より効

果的に推進していくこととしました。 

このプランに掲げた方針や方向性に基づき、全ての市民が、互いにその人権を尊重しつつ

責任を分かちあい、ジェンダーに関わりなく、その個性と能力を十分発揮しながら活躍でき

るジェンダー平等社会の実現を目指し、旭川市のジェンダー平等の推進に関する施策を総

合的かつ計画的に推進していきます。 
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〈用語解説〉 

ジェンダー：「男性らしさ」や「女性らしさ」といった、社会通念や慣習によって作られた性別に対する

考え方 

性的マイノリティ：性的少数者とも。性自認と生物学的性が一致し，かつ異性を好きになる人が多数で

あることに対して，これと異なる要素の組み合わせを持つ人のこと。 

DV：「ドメスティック・バイオレンス」の略。配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から

振るわれる暴力。 

ジェンダー平等：ひとりひとりの人間が、性別にかかわらず、平等に責任や権利や機会を分かちあい、

あらゆる物事を一緒に決めることができること。 

  

第 2次あさひかわ 

男女共同参画基本計画 

第４次旭川市 

配偶者等からの暴力防止及び 

被害者支援に関する基本計画 

計画統合の理由 

⚫ 目指す社会的な目標が密接に関係している２計画を統合することで、事業

について包括的に進捗管理をして効果的に推進するため。 

⚫ 国も、国が策定した男女共同参画基本計画の目標の 1つである「女性に対

するあらゆる暴力の根絶」に沿ってDV防止に係る施策を進めているた

め。 

（仮称）旭川市ジェンダー平等プラン 
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 ２ プランの位置付け                          

本プランは、「男女共同参画社会基本法」 第 14 条第 3 項及び「旭川市男女平等を実現し

男女共同参画を推進する条例」 第 15 条に基づく男女共同参画基本計画として策定します。 

 

また、本プランの一部は、次の 3 つの基本計画に位置付けます。 

（１）「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」に定める市町

村推進計画 

（２）「配偶者等からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律（配偶者暴力防止法）」に

定める市町村基本計画 

（３）「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（困難女性支援法）」に定める市町村

基本計画 

  

本プランは、旭川市の市政運営における最上位計画である「第 8 次旭川市総合計画」の個

別計画に位置付けられるとともに、「旭川市特定事業主行動計画」や「旭川市こども計画」

を始め、関連のある各分野の個別計画とも連携し推進していきます。 

 

〈国〉 〈旭川市〉 

〈北海道〉 

男女共同参画社会基本法 

女性活躍推進法 

配偶者暴力防止法 

困難女性支援法 

旭川市男女平等を実現し 

男女共同参画を推進する 

条例 

（仮称）旭川市 
ジェンダー平等プラン 

主な関連計画 

 

旭川市特定事業主行動計画 

旭川市こども計画 

旭川市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略【第３期】 

第 3次健康日本 21 

旭川計画 

第 8次旭川市総合計画 

上位計画 

 

女性活躍推進計画 

ＤＶ防止基本計画 

困難女性支援計画 

第 3次北海道 

男女平等参画基本計画 

北海道 

困難な問題を抱える女性への

支援等に関する基本計画 

整合性 
勘案 
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 ３ プランの背景                            

（１）旭川市の現状                           

 旭川市では、平成 18 年（2006 年）の「あさひかわ男女共同参画基本計画 2006」を策定

してから 20 年が経過しようとしていますが、本市が実施した「令和６年度男女共同参画に

関する市民意識調査」などの結果を見ると、「政治の場」や「社会通念・習慣・しきたり」

を始めとして、多くの場面で「男性優遇」と感じている割合が高くなっており、ジェンダー

平等社会の実現には至っていません。 

こうした現実を打開し、性別に関わらず誰もがその個性と能力を十分発揮できる社会を

実現するためには、市民、企業、行政が課題と目標を共有し、一体となってこれまで以上に

取り組んでいく必要があります。 

また、人口減少や少子高齢化、世帯構成の急激な変化など、目まぐるしく変化する社会情

勢の中において、ジェンダー平等に取り組むことは、地域社会の担い手を確保し、持続可能

で活力ある社会の実現につながるとともに、「男女」にとどまらず年齢や性的指向や性自認

に関することも含め、幅広く多様な人々を包摂し、全ての人が幸せを感じられる社会の実現

にもつながります。 

 

 

（２）第２次あさひかわ男女共同参画基本計画の取組状況           

 「第２次あさひかわ男女共同参画基本計画」で設定した数値目標の達成状況については、

多くの項目で順調に推移しており、既に目標を達成しているものもあります。 

一方で、男女共同参画社会の形成や女性の社会参画に関する項目では目標値を下回って

いる状況です。 

 その背景としては、家事や育児、家族の介護等の家庭責任の多くを女性が担っていること、

男性を中心とした雇用慣行や社会制度が維持されていることや、固定的役割分担意識が根

強いことなどが考えられます。 

 

 「第２次あさひかわ男女共同参画基本計画」での各基本目標の数値目標の達成状況は次の

とおりです。 

 

〈用語解説〉 

固定的役割分担：男女を問わず個人の能力等ではなく、「男は仕事・女は家庭」「男性は主要な業務・女

性は補助的業務」等、性別を理由として役割を分ける考え方 
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■基本目標Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた意識改革の促進 

評価指標 基準値 現状値 目標値 評価 

性別に基づく固定的役割分担の考え方に反対の

人 

※「反対」「どちらかといえば反対」と回答した

人の割合 

52.1％ 

（R1） 

66.1％ 

（R6） 

62％ 

（R11） 
◎ 

男女共同参画社会の形成についての満足度 

※「満足」「まあまあ満足」と回答した人の割合 

12.6％ 

（R1） 

11.3％ 

（R5） 

15.6％ 

（R11） 
✕ 

 （【評価】 ◎：達成、○：順調に推移、△：従前推移では達成困難、✕：未達成／基準値を下回る） 

性別に基づく固定的役割分担の考え方に反対の人の割合は５年間で大きく伸び、男女共

同参画意識が順調に浸透してきています。一方で、男女共同参画社会の形成への満足度は計

画策定時よりも後退しており、市民への男女共同参画意識の浸透に対して社会風土や環境

が追い付いていないことが考えられます。 

今後も様々な取組や啓発を通して、男女共同参画の社会全体への浸透を進め、市民意識と

社会の現状のギャップを埋めていく必要があります。 

■基本目標Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の促進 

評価指標 基準値 現状値 目標値 評価 

市の附属機関等における女性の割合 

 

25.5％ 

（R2） 

28.8％ 

（R6） 

36％ 

（R12） 
△ 

市職員の管理職における女性の割合 

※保育士・消防職・医療技術関係職を除いた行政職全体の割

合 

11.1％ 

（R2） 

13.4％ 

（R6） 

15％ 

（R8） 
○ 

企業の管理職における女性の割合 

※課長職以上の女性の割合 

7.9％ 

（R1） 

8.8％ 

（R5） 

15％ 

（R11） 
△ 

 各指標の女性登用の割合は確実に上昇しているものの、目標達成に向けた伸びは鈍い状

況です。世界経済フォーラムによる各国の男女間の格差を数値化した GGI（ジェンダーギャ

ップ指数）の指標において国全体としても政治と経済の値が低い状況にもなっており、市と

してより一層女性の登用を進めるとともに、企業への女性活躍の重要性の啓発や支援によ

り女性の参画を推進していく必要があります。 

 

 

 

〈用語解説〉 

GGI（ジェンダーギャップ指数）：経済、教育、健康、政治の分野毎に男性に対する女性の割合を示し、

0 が完全不平等、１が完全平等となる。2024 年の指数は日本は総合 0.663 で 146 か国中 118 位。教育

と健康はトップクラスだが、政治と経済は数値が低い。 
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■基本目標Ⅲ 誰もが働きやすい環境づくり 

評価指標 基準値 現状値 目標値 評価 

女性就業率 

 

39.8％ 

（R1） 

45.2％ 

（R3） 

43％ 

（R6） 
◎ 

ワークライフバランスを実現できていると思う

人の割合  ※対象年齢 18 歳～59 歳 

17.1％ 

（R1） 

18.2％ 

（R5） 

22％ 

（R11） 
○ 

市職員の年次有給休暇取得率 

※標準付与日数 20 日に対する取得日数の割合 

11.6 日 

（R1） 

13.8 日 

（R5） 

15 日 

（R8） 
○ 

企業に勤める人の年次有給休暇取得率 

※平均取得率が 60％以上の企業の割合 

19.9％ 

（R1） 

35.9％ 

（R5） 

35％ 

（R11） 
◎ 

市職員の男性の育児休業取得率 

 

10.5％ 

（R1） 

48.4％ 

（R5） 

20％ 

（R8） 
◎ 

企業に勤める男性の育児休業取得率 

※取得率 10％以上の企業の割合 

6.8％ 

（R1） 

54.2％ 

（R5） 

13.6％ 

（R6） 
◎ 

 女性就業率、ワークライフバランスの実現、有給休暇や育児休業の取得率などは数値が上

昇して、既に目標を達成した項目もあるなど誰もが働きやすい環境が整備されてきている

ことが読み取れます。特に男性の育児休業取得率は順調に推移し、目標値を大きく上回りま

した。 

継続して取り組みを進め、雇用等の分野での固定的役割分担意識の解消を推進し、男女と

もにワークライフバランスの充実した職場環境を整えていくことが重要です。 

■ 基本目標Ⅳ 誰もが安心して暮らせる社会の形成 

評価指標 基準値 現状値 目標値 評価 

相談機会が確保されていると感じている市民の割合 

※「充実」「まあまあ充実」と回答した人の割合 

24.9％ 

（R1） 

23.2％ 

（R5） 

34％ 

（R5） 
✕ 

健康寿命 

 

健康寿命 

男 79.32 歳 

女 83.75 歳 

平均寿命 

男 80.70 歳 

女 86.65 歳 

（H29） 

健康寿命 

男 79.07 歳 

女 83.80 歳 

平均寿命 

男 80.19 歳 

女 86.27 歳 

（R4） 

平均寿命の

増加分を 

上回る 

健康寿命の

増加 

◎ 

 相談機会が確保されていると感じている市民の割合は目標を大きく下回っており、計画

策定時の値よりも下回っています。LINE 相談窓口や LGBTQ の相談窓口の開始や若年層へ

の相談窓口周知に取り組んでいますが、社会経済情勢の変化により健康や生活への相談を

意識する機会が増え、相談機会への期待が高まっていると予想されます。健康寿命について

は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、全国的に平均寿命が短くなっており、本市に

おいても同様に短くなっています。一方で、平均寿命の減少よりも健康寿命の減少の方が少

なく、日常生活に制限のある期間が基準値より短縮したため、目標達成と評価しました。 

周知や啓発などの取組を継続し、誰もが安心して暮らせる社会の形成を進めます。 
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 ４ プランの基本理念等（市の考え方）                          

（１）基本理念                             

「（仮称）旭川市ジェンダー平等プラン」は、「旭川市男女平等を実現し男女共同参画を推

進する条例」に定める次の７つの基本理念を具現化するための基本的な計画として策定す

るものです。 

 

 

（２）計画期間                               

 令和 8 年度（2026 年度）から令和 12 年度（2030 年度）までの５年間とします。 

 

（３）プランの構成                            

プランでは３つの基本目標の下で 9 つの基本的方向を設定し、22 の施策の方向性により

構成します。 

また、プランによる各種施策の成果を測るために評価指標を設定します。 

■ 継続的な状況把握が必要なことから、原則的には第２次あさひかわ男女共同参画

基本計画での評価指標と目標値を踏襲します。 

■ 既に現計画の目標値を達成している評価指標は、社会経済情勢等を踏まえて設定

します。 

■ 新たに整理した「基本的方向」と「施策の方向性」に対応するよう、必要に応じて

新たな評価指標を追加します。 

 

（１）男女の人権の尊重 

（２）社会における制度又は慣行についての配慮 

（３）政策等の立案及び決定への共同参画 

（４）家庭生活における活動と他の活動の両立 

（５）教育及び学習における男女共同参画への配慮 

（６）性及び生殖に関する個人の意思の尊重及び健康への配慮 

（７）国際社会における取組の配慮 
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基本目標Ⅰ 
 
ジェンダー平等の
実現に向けた意識
改革の促進 

基本目標Ⅱ 
 
あらゆる分野での
ジェンダー平等の
推進 

基本目標Ⅲ 
 
誰もが安心して 
暮らせる社会の 
実現 

基本的方向１ 人権尊重とジェンダー平等の視点に立った意識改革 

施策の方向性１ 人権尊重やジェンダー平等に関する教育・学習の推進 

施策の方向性２ ジェンダー平等の視点に立った活動への支援 

施策の方向性３ 人権尊重やジェンダー平等に関する相談の充実 

施策の方向性４ 広報・啓発活動の充実と積極的な情報の発信 

基本的方向１ 働く場におけるジェンダー平等の推進 

施策の方向性１ 政策・方針決定への女性の参画の拡大 

施策の方向性２ 女性活躍のさらなる推進のための意識改革 

施策の方向性３ 誰もが働きやすい就業環境の整備 

基本的方向２ 家庭生活におけるジェンダー平等の促進 

施策の方向性１ 男性の家庭生活への参画の促進 

施策の方向性２ 仕事と子育て・介護を両立できる 

支援の充実 

基本的方向１ ジェンダー平等を阻害するあらゆる暴力の根絶 

施策の方向性１ あらゆる暴力の根絶のための 

基盤づくり 

施策の方向性２ ＤＶ被害者への支援体制の充実 

施策の方向性３ 性暴力・性被害に関する啓発 

基本的方向２ 多様性を尊重する環境の整備 

施策の方向性１ 多様な性のあり方への理解促進の支援 

施策の方向性２ 高齢者や障がい者等が安心して暮らせる環境整備 

基本的方向３ 困難や不安を抱える女性への支援 

施策の方向性１ 貧困等生活上の困難を抱えた女性への支

援 

施策の方向性２ 困難や不安を抱える女性への支援体制の

充実 

基本的方向４ 生涯を通じた健康支援 

施策の方向性１ 女性の生理と妊娠等に関する健康支援と理解の促進 

施策の方向性２ ライフステージに応じた健康づくりの推進 

ＤＶ防止 
基本計画 

困難女性 
支援 

基本計画 

基本的方向３ 多様な働き方への支援 

施策の方向性１ 就業ニーズに応じた支援 

施策の方向性２ 起業支援の充実 

基本的方向４ 地域におけるジェンダー平等の推進 

施策の方向性１ 地域活動におけるジェンダー平等意識の醸成 

施策の方向性２ ジェンダー平等の視点に立った防災体制づくり 

女性活躍 
推進計画 
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■ 基本目標Ⅰ ジェンダー平等の実現に向けた意識改革の促進 

基本的 

方向 
評価指標 現状値 

目標値

（R12） 

１ 

性別に基づく固定的役割分担の考え方に反対の人 

※「反対」と「どちらかといえば反対」と回答した人の割合 

66.1％ 

(R6) 

71.1％ 

(R11) 

男女共同参画社会の形成についての満足度  

※「満足」と「まあ満足」と回答した人の割合 

11.3％ 

（R5) 

15.6％ 

(R11） 

 

■ 基本目標Ⅱ あらゆる分野でのジェンダー平等の推進 

基本的 

方向 
評価指標 現状値 

目標値 

（R12） 

１ 

市の附属機関等における女性委員の割合 
28.8％ 

（R6) 

36％ 

（R12） 

市職員の管理職における女性の割合 

※保育士・消防職・医療技術関係職を除いた行政職全体の割合 

13.4％ 

（R6) 

30％ 

（R12） 

企業の管理職における女性の割合 

※課長職以上の女性の割合 

8.8％ 

（R5) 

15％ 

（R11） 

２ 

ワーク・ライフ・バランスを実現できていると思う

人の割合（18～59 歳） 

18.2％ 

（R5) 

22％ 

（R11） 

市職員の年次有給休暇取得率 

※標準付与日数(20 日)に対する取得日数割合 

13.8 日 

（R5) 

15 日 

（R12） 

企業に勤める人の年次有給休暇取得率 

※平均取得率が 60%以上の企業の割合 

35.9％ 

（R5) 

60％ 

（R11） 

市職員の男性の育児休業取得率 

※2 週間以上 

48.4％ 

（R5) 

85％ 

（R12） 

企業に勤める男性の育児休業取得率 

※取得率 10％以上の企業の割合 

54.2％ 

（R5) 

90％ 

（R11） 

３ 

女性就業率 
45.2％ 

（R3) 

48％ 

（R9） 

テレワークへの取組状況 
14.6％ 

（R5) 

34.4％ 

（R11） 

４ 
地域社会において「平等になっている」と感じてい

る人の割合 

25.6％ 

（R6） 

33.3％ 

（R11） 



11 

 

 

■ 基本目標Ⅲ 誰もが安心して暮らせる社会の実現 

基本的 

方向 
評価指標 現状値 

目標値 

（R12） 

１ 
相談機会が確保されていると感じている市民の割合 

※「思う」と「どちらかといえば思う」と回答した人の割合 

23.2％ 

（R5) 

30％ 

（R9） 

２ 

性的少数者が生きづらい社会だと思う人の割合 

※「思う」と「どちらかといえば思う」と回答した人の割合 

60.7％ 

（R6） 

50％ 

（R11） 

高齢者福祉サービス利用件数 
30,683 件 

（R5) 

35,700 件 

（R9） 

地域における障がい者への理解度 

※「浸透している」と「少し浸透している」回答した人の割合 

20.4％ 

（R5) 

22.5％ 

（R11） 

３ 自立相談支援等の件数 
1,888 件 

（R4) 

2,077 件 

（R9） 

４ 
ふだんから健康のために何か取り組んでいる市民

の割合 

48.6％ 

（R5) 

60％ 

（R9） 
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 ５ 施策の体系                             

基本目標Ⅰ ジェンダー平等の実現に向けた意識改革の促進     

 全ての人がジェンダーにかかわらず、互いにその人権と個性を尊重することは、ジェン

ダー平等社会を実現するための基盤となるものです。家庭や職場、学校、地域など、あら

ゆる場面でジェンダー平等の視点が活かされるように、あらゆる世代に向けた取組により

意識改革を進めます。 

 

基本的方向１ 人権尊重とジェンダー平等の視点に立った意識改革       

〈現状と課題〉 

全ての人が個性と能力を発揮できるジェンダー平等社会を実現していくためには、一人

一人が、互いの人権を尊重するという認識を持つことが重要です。 

令和６年度（2024 年度）に実施した男女共同参画に関する市民意識調査では、「学校教育

の場」では男女が平等になっているという回答の割合が高かったですが、特に、「政治の場」

と「社会通念・習慣・しきたり」では男性が優遇されているという意識が 7 割を超えていま

す。 

 

図１「男女の平等感（抜粋）」（出展：R6 本市調査） 

その理由としては男女ともに、「男性優位の組織運営になっているから」、「性別による男

女の役割分担意識が強いから」が上位となっています。また、評価指標の数値からは、市民

に男女共同参画意識が浸透している一方で、男女共同参画社会の形成への満足度は後退し

ています。 

2.3 

42.2 

28.9 

13.0 

35.1 

44.0 

47.3 

7.2 

10.5 

3.1 

1.7 

2.3 

0.6 

0.6 

1.0 

30.8 

11.6 

11.2 

2.9 

1.6 

2.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学校教育の場

政治の場

社会通念・習慣・しきたり

男性の方が優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等になっている どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている わからない

無回答
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図２「政策・方針決定に女性の参画が少ない理由」（出展：R6 本市調査） 

時代の変遷の中で、少しずつ人々の意識は変化してきていますが、長い歴史の中で培われ

た性別による固定的役割分担の考え方等がまだまだ存在しています。男女共同参画の社会

全体への浸透を進めることで市民意識と社会の現状のギャップを解消していく必要があり

ます。 

 

 

〈施策の方向性〉 

① 人権尊重やジェンダー平等に関する教育・学習の推進 

 ■ 学校教育全般を通じて、全ての人の人権が尊重され、一人一人が自立して個性と能力

を発揮できるよう、学習内容や学習指導の充実を図ります。 

 ■ 幅広い年齢の市民がジェンダー平等について学び理解する機会を提供することで意

54.5 

49.8 

28.7 

46.5 

25.0 

7.6 

9.5 

18.6 

28.7 

19.8 

6.4 

2.7 

0.6 

60.8

52.2

33.9

50.5

30.2

7.6

13.0

15.9

30.6

21.6

4.7

1.7

1.0

45.6

46.1

22.1

39.7

17.6

6.9

4.9

23.5

26.0

17.2

8.8

4.4

0.0

15.2

6.1

11.8

10.8

12.6

0.8

8.1

▲ 7.6

4.6

4.4

▲ 4.2

▲ 2.8

1.0

-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0

男性優位の組織運営になっているから

性別による男女の役割分担意識が強いから

配偶者等家族の支援・協力が得られないから

育児・介護等サービスが不十分だから

男性の同僚等が女性リーダーを望まないから

女性の同僚等が女性リーダーを望まないから

顧客が女性リーダーを望まないから

女性自身がリーダーになることを望まないから

女性の能力を向上させる機会が不十分だから

現状、知識・経験を持つ女性が少ないから

わからない

その他

無回答

全体 女性 男性 男女差（女性－男性）

(%)
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識醸成を図ります。 

② ジェンダー平等の視点に立った活動への支援 

 ■ ジェンダー平等を推進する取組をしている市民団体等への活動支援や活動の場の提

供等を実施します。 

③ 人権尊重やジェンダー平等に関する相談の充実 

 ■ あらゆる場面での相談機会及び相談体制の充実に努めます。 

④ 広報・啓発活動の充実と積極的な情報の発信 

 ■ 市のホームページや SNS 等を活用した広報や周知の実施と市民を対象としたセミナ

ーや研修などによる啓発活動に取り組みます。 

 

 

  



15 

 

 

基本目標Ⅱ あらゆる分野でのジェンダー平等の推進     

 全ての人がジェンダーにかかわらず、自分らしく働き、暮らすことのできる社会の実現に

向けて、多様な働き方やジェンダー平等、多様性の受容の考え方が定着するような取組を実

施します。 

 

基本的方向１ 働く場におけるジェンダー平等の推進       

〈現状と課題〉 

評価指標としている様々な位置での女性割合は上昇していますが、数値の伸びは鈍く、さ

らなる推進が必要です。日本全体としてもジェンダーギャップ指数の「政治」、「経済」分野

の順位が低いとなっているとおり、旭川市においても女性の活躍は増えてきているものの、

性別による役割分担の意識が強い状態にあります。 

女性の活躍に加え、男性の育児参画も併せて広まるよう、意識啓発や環境整備が必要です。 

 

 

〈施策の方向性〉 

① 政策・方針決定への女性の参画の拡大 

 ■ 旭川市が審議会委員や職員の女性管理職登用に積極的に取り組むとともに、企業に

対してもジェンダー平等の考え方に基づいた職場環境整備の意識の醸成や情報提供に

取り組みます。 

② 女性活躍のさらなる推進のための意識改革 

 ■ 就労に要するスキルの習得支援と就労支援、女性の社会参画を促進するイベントや

起業に関するセミナーの開催等により、自発的な活動の促進を継続し、起業への気運を

高めていきます。 

③ 誰もが働きやすい就業環境の整備 

 ■ ワークライフバランスの必要性や有効性について、市民や企業、市職員に対して意識

啓発を図ります。 

■ 就労継続やキャリア形成への支援など、男女がともに健やかに就労を継続できるよ

うな取組を実施します。 

 

  



16 

 

 

基本的方向２ 家庭生活におけるジェンダー平等の促進       

〈現状と課題〉 

令和６年度（2024 年度）に実施した男女共同参画に関する市民意識調査では、男女が共

に仕事と家庭生活を両立していくために必要なこととして、「育児・介護休業制度を利用し

やすい職場環境」が最も割合の高い回答でした。 

 

 

図３「仕事と家庭の両立支援について」（出展：R6 本市調査） 

 

一方で、男性の「育児休業」や「介護休業」の利用についての設問の回答では、「男性の

取得は賛成だが、現実的には難しいと思う」という回答が 4 割以上と最も多い状況です。 

 

69.4 

52.7 

39.5 

51.6 

15.9 
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18.4 

30.4 

11.2 

70.1 

51.2 

40.2 

55.8 

14.3 

15.6 

16.3 

34.9 

12.0 

68.6 

54.9 

37.7 

46.1 

16.7 

17.6 

21.6 

23.5 

10.3 

1.5

▲ 3.7

2.5

9.7

▲ 2.4

▲ 2.0

▲ 5.3

11.4

1.7

-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

育児・介護休業制度を利用しやすい職場環境

（職場の雰囲気、代替職員の確保など）

経済的支援の充実

（育児・介護休業中の賃金や手当支給など）

育児や介護に関する施設やサービスの充実

柔軟な勤務制度（在宅勤務、時間短縮勤務、

フレックスタイム制度など）

職場内コミュニケーションの充実

長時間労働の是正

ジョブリターン制度（復職制度）の導入

「男性は仕事、女性は家庭」といった

性別による役割分担意識の解消

人事評価制度の改善

全体 女性 男性 男女差(女性－男性)

(%)
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図４「男性の「育児休業」や「介護休業」の利用について」（出展：R6 本市調査） 

また、市民意識調査では、女性が仕事を続ける上で支障となっているものについて、「家

庭内での家事育児等への負担の偏り」、「保育や介護に係るサービスの不足」、「職場の理解・

協力が得られない」が上位 3 位となりました。 
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男性も積極的に取得すべき

男性の取得は賛成だが、現実的には難しいと思う

他に育児・介護を担うものがいない場合は、取得もやむを得ない

男性は育児・介護休暇を取得する必要がない、取得すべきではない

わからない

無回答
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図５「女性が仕事を続ける上で支障となっているもの」（出展：R6 本市調査） 

ワークライフバランスの実現を一層進めるためにも、社会全体での男性の家庭参画や子

育て・介護の両立への意識醸成が必要です。 

 

 

〈施策の方向性〉 

① 男性の家庭生活への参画の促進 

 ■ 市役所が率先して、更なる業務改善や多様な働き方により職員の負担軽減を図るな

どして、庁内のワークライフバランスを推進します。 

■ 市役所における取組を広く市内企業等に普及啓発するとともに、企業に多様な働き

方の意識啓発や導入の後押しに取り組みます。 
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14.2

21.6
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4.9

0
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8.1

13.1

5.3

▲ 1.0

7.8

9.3

8.4

0.5

17.0

8.0

▲ 2.6

▲ 3.9

0.7

-10.0 10.0 30.0 50.0 70.0

家庭内での家事育児等への負担の偏り

保育や介護に係るサービスの不足

家族の理解・協力が得られにくい

職場の理解・協力が得られにくい

「男性は仕事，女性は家庭」という社会通念

昇進・給与など職場待遇での男女格差

長時間労働など労働条件が整っていない

企業側の結婚・出産した女性を敬遠する傾向

女性自身の仕事に対する自覚の不足

共働きにおける男性キャリアを優先する傾向

月経や更年期などの女性特有の健康課題

支障になることは特にない

その他

無回答

全体 女性 男性 男女差(女性－男性)

(%)
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② 仕事と子育て・介護を両立できる支援の充実 

 ■ 各種保育サービスや介護サービスの充実を図り、仕事と子育て・介護の両立を支援す

るとともに、市民への啓発活動を実施します。 

 

基本的方向３ 多様な働き方への支援       

〈現状と課題〉 

令和６年度（2024 年度）に実施した男女共同参画に関する市民意識調査では、女性が男

性に比べ経済的困窮に陥りやすい原因について、女性の回答では「正規雇用での再就職の難

しさ」が最も多く、この回答は男性との回答の割合差が最も大きいものでもありました。 

 
図６「女性が男性に比べ経済的困窮に陥りやすい原因について」（出展：R6 本市調査） 

51.7 

50.0 

39.3 

48.4 

45.5 

49.4 

51.6 

18.8 
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結婚・出産を契機とした
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女性は職業を持っていても、
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という社会意識や圧力

家庭内で家事に費やす時間

の男女間格差

職業現場における男女間の待
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特に原因はない

全体 女性 男性 男女差（女性－男性）
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また、仕事と家庭の両立支援について「柔軟な勤務制度」は男女ともに回答割合が高く、

特に女性のニーズが高い結果となりました。 

 

図７「仕事と家庭の両立支援について（抜粋）」（出展：R6 本市調査） 

 

令和２年度（2020 年度）の国勢調査の旭川市の女性の労働力率を見ると、30 代で低下し、

M 字カーブを描いていることが確認できます。これは結婚や出産の時期に低下し、育児が

一定程度落ち着く時期に再び上昇することを示しています。 

 

図８「R2 年度女性の労働力率」（「国勢調査」結果から作成） 

このような状況から女性の再就職支援や在宅や起業といった多様な働き方への支援や意

識醸成が必要です。 
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〈施策の方向性〉 

① 就業ニーズに応じた支援 

 ■ 就労に要するスキルの習得支援や就労支援の実施と、女性の社会参画イベント等の

実施により女性活躍の促進を継続します。  

② 起業支援の充実 

 ■ 起業に関する相談やセミナー開催、女性起業家のネットワークづくりの支援等によ

る意識醸成と起業への気運向上に取り組みます。 

 

 

基本的方向４ 地域におけるジェンダー平等の推進       

〈現状と課題〉 

令和６年度（2024 年度）に実施した男女共同参画に関する市民意識調査では、地域社会

での男女が平等だと感じている割合は 25％程度で、地域の男女共同参画が進んでいるとは

言えない状況です。かつては多くの地域活動において役職者を男性が担い、実際の活動は女

性が広く担うといった役割分担が行われていました。しかし、現在は女性が働くことが当た

り前の社会であり、ジェンダーにかかわらず役割を果たし、誰もが参加しやすい地域活動の

環境整備が求められます。 

 

図９「男女の平等感（抜粋）」（出展：R6 本市調査） 

特に防災面においては令和６年度（2024 年度）に実施した男女共同参画に関する市民意

識調査でもジェンダーに配慮した取組が必要との意見があり、ジェンダー平等の視点の反

映が必要です。 

 

10.7 35.5 25.6 5.0 

1.7 
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地域社会

男性の方が優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等になっている どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている わからない

無回答



22 

 

 

 
図 10「防災や災害時における性別に配慮した対応について」（出展：R6 本市調査） 

 

 

〈施策の方向性〉 

① 地域活動におけるジェンダー平等意識の醸成 

 ■ ジェンダーを問わず、市民が地域活動に参加するよう周知啓発し、更なる女性の参画

を促進します。 

② ジェンダー平等の視点に立った防災体制づくり 

 ■ 防災対策に多様な視点を取り入れることは非常に重要であり、今後も、ジェンダーの

視点を取り入れた防災講習会を開催するとともに、防災会議への女性委員登用を促進

します。 
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男女のニーズに配慮した物資の備蓄

避難所の運営、運営方針の決定などに

おいて女性と男性が共に参加すること

多目的トイレや女性専用スペース、個室更衣室

の設置など、配慮を要する避難者への対応

性暴力やDV、セクシュアル・ハラスメント

に対応できる相談体制や対応の強化
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基本目標Ⅲ 誰もが安心して暮らせる社会の実現      

 人権を脅かすあらゆる暴力の根絶を目指し、暴力を容認しない意識の醸成や被害者支援

に取り組みます。様々な要因により困難を抱えた女性への支援体制を充実させるとともに、

女性特有の健康課題への理解促進と男女の生涯を通じた健康を支援します。さらに、全ての

人がジェンダーにかかわらず、人権を尊重され安心して暮らせる社会の実現を目指します。 

 

基本的方向１ ジェンダー平等を阻害するあらゆる暴力の根絶       

〈現状と課題〉 

配偶者や交際相手など親密な間柄における暴力は、加害者も被害者も問題の重大さを自

覚しにくい傾向にあります。ＤＶを未然に防止するために人権意識を高めるとともに、ＤＶ

は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害で決して許されないものであるとの認識を広め、

ＤＶを容認しない意識を社会全体で共有していくことが重要です。 

また、ＤＶという言葉の認知度は高まってきているものの、必ずしも正しい認識が浸透し

ているとは言えません。令和６年度（2024 年度）に実施した男女共同参画に関する市民意

識調査ではＤＶやデートＤＶ等を直接経験したことや見聞きしたことの有無についての回

答率を合わせると、DV は約 5 割、デート DV は約 3 割が「ある」と回答しています。 

 
図11「ＤＶやハラスメントの経験など」（出展：R6本市調査） 

しかしその一方で、暴力だと思う行為についての設問では「身体を傷つける可能性のある

もので殴る」、「刃物などを突きつけて脅す」といった行為はどのような場合でも暴力にあた

るとの回答が多いながらも、「交友関係や電話などを細かく監視する」、「何を言っても長時

9.7

80.6

39.5

50.8

9.7

5.2

84.3

22.3

67.2

10.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

自分自身

直接経験したことがある

自分自身

直接経験したことはない

自分以外の人

見聞きしたことがある

自分以外の人

見聞きしたことはない

無回答

ＤＶ デートＤＶ

(%)
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間無視し続ける」といった行為はどのような場合でも暴力にあたるという回答が半数程度

に留まり、身体的暴力以外の行為は暴力と認識しない層が一定数存在することが分かりま

した。 

 
図 12「暴力の認識」（出展：R6 本市調査） 

 

また、性暴力被害の相談窓口に関する設問では、2 割の人が「知っているものはない」と

回答しており、窓口の認知度も低いことが分かりました。 
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身体を傷つける可能性のあるもので殴る
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相手が嫌がっているのに性的行為を強制する

見たくないのにアダルト映像などを見せる

何を言っても長時間無視し続ける

交友関係や電話などを細かく監視する

「バカ」「役立たず」など人格否定することを言う

大声でどなる

生活費を渡さない

どのような場合でも暴力にあたると思う 暴力にあたる場合とそうでない場合があると思う

暴力にあたると思わない わからない

無回答
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図 13「性暴力被害の相談窓口の認知度」（出展：R6 本市調査） 

これらからＤＶに関する正しい認識を広め、併せて、相談窓口や被害者を保護する制度が

あることを広く周知する必要があります。 

 

 

〈施策の方向性〉 

① あらゆる暴力の根絶のための基盤づくり 

 ■ 正しい知識の普及に努めるとともに、高校生など若年層への啓発にさらに力を入れ

ます。  

② ＤＶ被害者への支援体制の充実 

 ■ 相談者をより適切で効果的な支援に繋げるため、研修受講などによる相談員の資質

の向上と、相談窓口のより効果的な周知の継続に努めます。また、関係窓口の連携の強

化など、より良い支援に繋げる体制を構築し支援します。 

③ 性暴力・性被害に関する啓発 

 ■ 広報・啓発活動を通じ、ＤＶに関する正しい知識の普及に取り組みます。 

 ■ 学校や地域社会において、人権尊重や男女共同参画の視点に立った教育を推進しま

す。 

 ■ ＤＶに対する正しい知識を持ち、将来にわたり交際相手や配偶者と対等な人間関係

を築いていけるよう、若年層に対する予防啓発と相談窓口の周知に取組ます。 

 ■ 配偶者等から身体に対する暴力を受けている人を発見したときの通報先や通報の意

義について啓発を行います。 
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基本的方向２ 多様性を尊重する環境の整備       

〈現状と課題〉 

令和６年度（2024 年度）に実施した男女共同参画に関する市民意識調査では、性的少数

者の方にとって、偏見や差別により生活しづらい社会だと思うと回答した割合が全体の 6 割

を占めました。市民の性的少数者への理解や知識は、社会情勢などからも徐々に増えてきて

いるものと思われますが、十分に進んでいるとは言えません。 

 

 

図 14「性的少数者に対する偏見や差別の認識」（出展：R6 本市調査） 

また、身近に性的少数者がいると回答した割合は、若い世代で高く、20 代では約 30％、

30 代も約 25％となっています。 

 

図 15「性的少数者に対する認識」（出展：R6 本市調査） 
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令和５年度（2023 年度）の旭川市市民アンケート調査では、高齢者や障害者などの福祉

施設の整備状況について、「よい」と考えている人よりも「悪い」と考えている人の方が多

く、その前の調査である令和 3 年度（2021 年度）調査からも評価が下がっています。 

 

図 16「高齢者や障害者などの福祉施設の整備（保全、有効活用）状況（抜粋）」（出展：

令和 5 年度旭川市民アンケート調査） 

 

今後は多様性尊重の考え方のもと、多様な人々への市民の理解と環境整備が必要と言え

ます。 

 

 

〈施策の方向性〉 

① 多様な性のあり方への理解促進の支援 

 ■ 男女共同参画意識の醸成や性別による人権侵害の防止に向け、市民や児童生徒に向

けた啓発を継続するとともに、LGBTQ に関する取組についても継続し啓発に努めます。 

 ■ 女性のライフステージに応じて、心身の状況の変化に対応した施策を包括的に推進

します。また、望まない妊娠を防止し、性及び生殖に関する個人の意思を尊重できるよ

う意識啓発や情報提供を行います。 

② 高齢者や障がい者等が安心して暮らせる環境整備 

 ■ 多様性尊重の考え方のもと全ての人が安心して暮らせるための情報発信や地域社会

の形成に取り組みます 
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よい まあよい ふつう 少し悪い 悪い 無回答
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基本的方向３ 困難や不安を抱える女性への支援       

〈現状と課題〉 

女性の抱える問題が多様化、複雑化している中、支援を必要とする女性の把握と、その人

が抱えている問題やその背景、心身の状況等に応じた相談支援の実施や適切な情報提供や

助言を行うなどの支援を包括的に提供していく必要があります。 

 

 

〈施策の方向性〉 

① 貧困等生活上の困難を抱えた女性への支援 

 ■ 関係部署と連携し、被害者支援に必要となりうる児童福祉、母子福祉、障害者福祉、

高齢者福祉、生活困窮者支援、生活保護等の制度に繋げていきます。 

② 困難や不安を抱える女性への支援体制の充実 

 ■ 被害者が抱える、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他事情により日

常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性に対し、庁内の関係部

署や民間団体等が連携し、早期から切れ目なく被害者の状況や事情に対応した相談支

援や情報提供を行います。 

 

 

基本的方向４ 生涯を通じた健康支援       

〈現状と課題〉 

令和６年度（2024 年度）に実施した男女共同参画に関する市民意識調査では、女性が仕

事を続ける上で、支障となっているものとして約 3 割の女性が「月経や更年期などの女性

特有の健康課題」をあげています。女性の就業率が上昇する中で、女性のキャリア継続のた

めには、男女双方の健康課題への理解と支援体制の推進が求められます。 

 

図 17「女性が仕事を続ける上で支障となっているもの（抜粋）」（出展：R6 本市調査） 
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また、核家族化の進行や女性の就業等の増加により子どもを生み育てる環境も変化して

おり、妊娠・出産・子育てに関する不安を和らげ、安心した暮らしを送ることができる支援

が必要です。 

 

図 18「親族世帯における核家族世帯の割合」（「国勢調査」結果から作成） 

全国的に晩婚化や初産年齢の上昇、疾病構造の変化に加え、特定健康診査の受診率が低迷

している点から、本市でも将来の介護負担の抑制に向けた取組が必要です。 

男女が長く心身共に健康であるように、市民の健康づくりへの意識向上を図るとともに、

各種健診の受診促進や多様な運動機会の提供など、ライフステージに応じた健康増進への

支援が必要です。 

 

 

〈施策の方向性〉 

① 女性の生理と妊娠等に関する健康支援と理解の促進 

 ■ 妊娠・出産期における健康診査・保健指導、不妊治療に対する支援などをはじめとす

る女性特有の健康や病気に関する各種取組や周知を実施します。 

② ライフステージに応じた健康づくりの推進 

 ■ 特定健康診査と検査結果に基づく保健指導の実施、スポーツ大会の開催や運動施設

の整備等の運動機会の提供、介護予防運動教室の実施など、ライフステージに応じた切

れ目のない心身の健康づくりの支援に努めます。 
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 ６ プラン策定の経過                          

本プランは、令和 6 年度から旭川市男女共同参画審議会で審議を行ってきました。 

令和 6 年度に「（仮称）旭川市ジェンダー平等プラン 基本方針」を策定し、令和 7 年度

はそれに沿って「（仮称）旭川市ジェンダー平等プラン(案)」を作成していきます。 

 

年月 会議名 審議事項 

2024 年 

５月 

令和６年度第１回 

旭川市男女共同参画審議会 

・男女共同参画プランの策定について 

・男女共同参画に係る市民意識調査の実施に

ついて 

2025 年 

２月 

令和６年度第２回 

旭川市男女共同参画審議会 

・（仮称）旭川市ジェンダー平等プラン基本方

針（案）について（次期計画で取り組むべ

き事項及び基本的視点/計画の位置付け/名

称案/計画期間/基本理念/計画の体系/評価

指標） 

・令和６年度男女共同参画に関する市民意識

踏査報告書及び事業者意識調査報告書につ

いて 

５月 
令和７年度第１回 

旭川市男女共同参画審議会 

・（仮称）旭川市ジェンダー平等プラン(案)に

ついての諮問 

・評価指標の考え方について 

・プランの構成について 

・「施策の展開」について 

・プランの名称について 

８月 
令和７年度第２回 

旭川市男女共同参画審議会 

・パブリックコメント結果の報告 

・関係機関意見聴取結果の報告 

・各意見の案への反映について 

・プランの名称について 

９月 
令和７年度第３回 

旭川市男女共同参画審議会 
・答申本文（案）について 

１０月 答申 
・旭川市ジェンダー平等プラン（案）につい

て 
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